
きた欧米の大部分の鉄道が，~禍・ I!Í\\依負担・内政的事情の変

化 ・ イ γ フレーショ γ等の彩響を受けて，車両は桁廃し，工作

物 ・ 建物の維持は行われず，労働者の勤労芯欲は低下して経営

能率が低下するとともに，鉄道の強敵たる自動車のぼっ輿によ

って運輸盆が減少して， 鉄道の財政的基礎はゆるぎ収支の均衡

をすら保ち得ないものが数多く生 じた。

2 ~O 次大戦後の鉄道政策の変革

ここにおいて各国の鉄道は， 自己の存立を維持しかっその国

民経済的使命を達成せんがために，何らか適当な方策を講ずる

必裂にせ まられ， かっ戦後においては平和時代にはあまり限に

つかなかった在来の経'滋方式による鉄道の欠点が， 1列りょうか

つ深刻に現れるようにな った。その結果国鉄か私鉄かの古い問

題は形を変えてまた前面に浮び上り，国鉄主義および私鉄主義

のいずれによるものたるを問わず， 諸国において，鉄道組織の

改革 主 同時に鉄道と国家との関係について大きな変革を見るに

至った。 すなわち伝統的に神聖視されていた国鉄主義ならびに

私鉄主義の牙以に向って激 しい戦いがいどまれたのである。

一聞においては，かつて経済自由主義の大宗であったイギリ

スの議会が私鉄主義の娘幹におのを加えたと同時に，他国にお

いてはプロイセン鉄道の全盛時代に指導者であったフォン ・ プ

ライテンバッハのような人物をして L国鉄主義は新ドイア閣に

おいてもなお存在の余地ありや1 と 叫ばしむるに至った。この

2 つの例が示すように，この問題は国鉄主義および私鉄主義と

いう 2 つの異なる出発点から発足 して， 互に反対の方向に向っ

て解決点を求めんとするに至ったのである。

私鉄主義の固では，鉄道に対する国家の段督 と 干渉を強化せ

ん とする運動が起り ， この運動は，中央集権化 (Zentralisation) , 

統合 (consolidation) ， 合同 (amalgamation) ， 単一化 (unifica

tion , VereinheitlicQung) , 国民化 (nationali za tion) ，国家化

(state control)等の標語Lの下に行われ，また固有民営 (govern

ment ownership and private operation) または国有国営

(government ownership and operation ) が唱道された。反対

に国鉄主義の図では，国有鉄道を私経済的形態に近接させよう

とする運動が，分権化 (Dezentrali sierung) とか非官僚化 (Ent

bürokratisierung) と か，または商業化 (Kommer z iali sierung) , 

非政治化 (Entpo liti s i e rung) ，産業民主主義{incj ustr i elleDemo

kratie) ，自主独立 (Autonom ie od_ Selbstv erwaltung) 独立企

業化 (Privatisierung) ，社会化 (Soziallsierung) ， 国家からの解

放 (Ents taa tlich ung) 等の際誌の下に行われた。

第 l 次世界大戦後における鉄道問題解決の共通的な特長は，

国鉄か私鉄か と いう択一的なものでなく ， 国鉄主義と私鉄主義

との独断的な対立を超克して，両主義の幸11点を総俗的に融合せ

んとした点にある。かくて公共の利主主を保障しつつ，私経済的

経営または商事的原則によ って企業の存立を確保すべき鉄道の

使命は， 笑力の自由な発f41に委ねられた私鉄主義によっても ，

また国家の管理形式に厳重にしばられている鉄道によっても ，

到底達成されないということが強く認識された結果， 私鉄主義

の国では鉄道に対する国の統制力を強化する一方，国鉄主義の

国では，国鉄に融通性を与えかっ自己責任を加重するため国家

による管理の形態を緩和することとな った。そこでいわゆる

Lアウ ト ノミーによる国有鉄道1 という ， 国有鉄道の新管理形態

が出現し， 国鉄を国家の拘束から解放することに関して Au

tonomぬとい う 言葉がヨ ーロ ッパで専門語として用いられるよ

うになったのである。

かくて第 1 次世界大戦後， i!!:界ことにヨーロ ッパにおける国

鉄は程度の差こそあれ， ほとんどすべてが独立企業化されたの

てつどうせい

である。この自主化運動 (Autonomiebestre bung) は行政，財政

および政治の 3 方面に向って展開されたのである。 自主的 (au

tonom) と L、う語が鉄道の管理経蛍に|刻して用いられたのはイ

タリアがはじめであり ， カノレミネ (Carmine) と いう代議士が

1907 年の法案審議に際 して用いたのであるが，この法律は L国

は鉄道を自主的行政庁に よ って直接経営すべ し1 と規定した。

当時この言葉には政治的意味があった。すなわち議会政治のた

めに生ずる一般政策の不安定から欽道を守り ， 鉄道をして自ら

恒久的な財政政策を立て しめようとする目的から出たもので，

主としていわゆる非政治化の意味に使われたのである。また自

主化という語は，鉄道を政治的員会響から解放して一般的経済原

貝11を無視せぬ よ うな経営をさせる意味にも用いられた。この結

果各国の国鉄改組に際しては， いわゆる兼職不能の規定が広く

採用され， 議会の構成員 と鉄道企業の構成員とは兼職不可なり

とされたのである。なお同様の意味で， 多くの国では， 固有鉄

道の管理委員会の委員の任命について， これを談会の選挙また

は推挙にかからしめなかったのである。

ドイツの固有鉄道会社においては，非政治化の点は徹底して

いた。国有鉄道の政治的ð'h立は行政的および財政的方面の独立

と相関関係に立っている。非政治化の要求は経済的自由活動の

l)l!訪とともに自主化運動の基点となったのである。政治的影響

に対しての保障は， 行政的財政的独立の前提要件であり ， この

行政財政方面における独立は，国鉄企業を政治的圏内から遠ざ

ける効果をもっている。しかしながら国鉄企業に対する政治的

影響を防ぐための要求がいかに強まろう とも ， 国鉄は一国にお

ける全公的生活の重大嬰素であるから， 国家の政治から完全に

切り離されるものではない。したがって政治的方面に関しては

各国ともにある個別的な保障を与えるに止まっている。政治的

観点を国鉄から全然排除することは自主化の行き過ぎであり，

これによってもっとも禍を受けるのは国家ではなく，むしろ国

鉄自体であろう。自主 ・ 自治 (Autonomie) という語は元来地方

行政の方面で用いられていたもので，地方公共間体が恩の専任

官吏に よらず，人民自らその利害関係ある事務を処理し，また

はこれに参与することを意味していたのである。この自主とい

う語が鉄道界に用いられ，いわゆる自主化運動が起ってからは，

この諮は単に鉄道を狭義における国の行政原}IJIから解放すると

いうだけの意味でなく ， 国鉄を国の一般財政原則lから解放する

窓味にも丹]いられ， かつ政治的影響からの解放 (freedom from 

political infiuence) をも意味していたのである。

ヨ ーロ ッパの国有鉄道の改組に関する法律にはこの自主

(A utor四mie) という語がj羽いられている場合が多い。イタ リア

の場合は先にあげたが， スイスでも 1923 ・ 2 ・ 1 の法律にはスイス

連邦鉄道と称する L自治的官庁1 という語が用いられており ，

フラ γスの 1926 ・ 11 ・ 6 の大統領令には， フラ γス固有鉄道にし財

政的自主権1 を与える旨が規定されている。この誌を国有鉄道

事業の名称にまで・入れた例としては， ノレーマニアの 1929 ・ 6 ・ 27

の法律に L自主的国営事業ル ー マ ニア鉄道 (Autonome Regie 

der Rum舅ischen Staatsbahnen) を創設す1 とい う規定がある。

自主的と称せられている諸国においても， 国鉄の国に対する自

主1!l，立の程度はおのおのいちじる しく 異なってい る。 実際上自

主ということは， 法律の形式的表現や名称によ っ て与えられる

ものでないこ とはいうまでもない。会社とか， 公団とか公庁 と

かいう表面的な形式のみを見て，自主的だとか自治的だとか判

断するこ とはも っとも苦手戒しなければならない。法律が独立の

経済企業たるこ とを明らかに規定しても自主化の証左とはな ら

ない。法律の原文が真の自主化を目的としたと恩われる場合で
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